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雫石町議会議員選挙と同時に行います

7月21日 参議院議員通常選挙 投票日
　7 月 21 日（日）は参議院議員通常選挙の投票日です。
投票所などをご確認の上、棄権せずに投票しましょう。

◉期日前投票ができます（こちらは 20 時まで）
　仕事や冠婚葬祭、レジャーなどで投票日に投票に行けな
い人は、期日前投票をすることができます。入場券が届い
ていなくても投票できます。
■期日前投票所 雫石町役場 2 階 20１ 号会議室
■期 間 ・ 時 間 7 月 5 日（金）〜20 日（土）
 8 時 ３0 分〜20 時
※町議選の期日前投票は 7月 17 日（水）からです。
それ以前は参院選のみ投票できます。

※ 7月 7 日（日）は町消防演習のため、正面玄関・駐車場
が使用できません。投票にお越しの際は正面玄関向かって
左側の西口からお入りください。
◉投票所入場券にご注意ください
　入場券は選挙の公示日 7 月 ₄ 日以降に郵送します。1 枚
で参院選と町議選を兼ねた入場券となりますが、雫石町か
ら転出して ₄ カ月以内の人などは、入場券が郵送されても、
参院選は投票できますが町議選は投票できませんのでご注
意ください。また、万一忘れたり、無くしたりして投票所
へ持参できなくても、本人と確認できれば投票することが
できます。
　なお、6 月 20 日までに町内転居をした人は新しい住所
地の投票所で、6 月 2１ 日以降に町内転居した人は、前の
住所地の投票所で投票することになります。
※ 町議選や投票場所について詳しくは、広報しずくいし

20１９ 年 6 月号をご覧ください。
【問い合わせ先】雫石町選挙管理委員会事務局（町役場総
務課内☎ 6９2-2１１１（内線 2１6、2１7））

■公 示 日 7 月 4 日（木）
■投 票 日 7 月 21 日（日）
■投票時間 7 時〜₁₉ 時
■投票場所  町内 12 カ所（入場券に記載されている

投票所以外では投票できません）
■開　　票 中央公民館　20 時〜
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消防車両 18 台による迫力の放水訓練（昨年の様子）

保育所児童による特別演技
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　森林の伐採を行う場合は伐採を
開始する 90～30 日前までに、ま
た、林地開発を行う場合には事前
に届け出や許可申請の各種手続き
が必要となります。
▪保安林以外の森林の伐採▶問町
役場農林課 ☎ 692-6495
▪保安林での森林の伐採や土地の
形質の変更▶問盛岡広域振興局保
安林制度担当 ☎ 692-6615
▪保安林以外の森林で 1㌶を超え
る開発行為▶問盛岡広域振興局林
地開発許可制度担当 ☎ 692-6615

森林の伐採や林地開発には
事前手続きが必要です

周　知

　町観光物産センター（雫石銀河
ステーション 1階）内の交流室は、
会議や展示会などに利用すること
ができます。どうぞご利用くださ
い。
【利用時間】9時～18 時 30 分（同
センターの営業時間内）
【利用料金】1時間当たり 320 円。
ただし、利用内容や冷暖房使用の
有無により異なりますので、詳し
くはお問い合わせください。
問町観光物産センター
☎ 692-5900

町観光物産センター交流室
会議などにご利用ください

周　知

手口が巧妙化して
被害が大幅に増加しています！

【被害の内容】
　役所から「100 万円以上残高があ
る通帳を持って手続きをすれば、口
座に還付金が振り込まれる」という
電話があったので、通帳を持って
スーパーのATMに行った。
　指示された番号
に電話し、担当者
から言われた暗証
番号“982337”を
入力し操作をした。
還付金が振り込ま

れたと思い、残高を確認したところ、
98 万 2337 円が他人の口座に振り込
まれていることが分かった。
【注意のポイント】
▪ 「お金が返ってくるのでATMに
行くように」という電話があった
ら還付金詐欺です。相手にせず、
すぐに電話を切ってください。

▪ 役所などの公的機関や金融機関な
どの職員がATMの操作をするよ
うに連絡することは絶対ありませ
ん。

▪ 銀行店舗のATMではなく、操作
の様子が周囲の目につきにくい

スーパーや駅などのATMへ誘導
するケースが見られます。
▪ 「今日中に」「今なら」「今すぐ」
と言われたら、まず詐欺を疑いま
しょう！
▪  ATMの操作の際に、振込金額を
「暗証番号」「受付番号」と言っ
たり、自分の口座への振り込み
だと誤信させたりして、言葉巧
みに振り込ませるのが手口です。

※ お金が返ってくるなどの電話が
あったら、すぐに最寄りの警察や
消費生活相談員（☎ 692-6472）
にご相談ください。

　このコーナーでは、特殊詐欺や悪徳商法などの実例
をお知らせしながら、トラブルを未然に回避するため
の方法をご紹介していきます。

「還付金詐欺」に注意！　ATMで還付金はもらえません
担当　町役場総合福祉課消費生活相談窓口（☎ ₆₉₂︲₆₄₇₂）

消費者ほっとライフ

サマージャンボ7億円
（1等5億円・前後賞各1億円合わせて）

サマージャンボミニ5千万円
（1等3千万円・前後賞各1千万円合わせて）
この宝くじの収益金は市町村の明るく住みよ
いまちづくりに使われます。

 7月2日●火2種類同時発売!
発売期間 7/2（火）～8/2（金）

各1枚 300円

公益財団法人岩手県市町村振興協会

次回の軽トラ市は
7月14日（日）
時間：₉ 時～₁₃ 時
場所：よしゃれ通り商店街

は

街

狩猟者（ハンター）求む！　あなたも狩猟宣言しませんか？
　狩猟は、農林業などに被害を与え
る有害な鳥獣の個体数を調整する重
要な役割を果たしています。狩猟や
有害鳥獣捕獲などを行うためには、
狩猟免許が必要です。
　狩猟免許には、網猟、わな猟、第
一種銃猟（装薬銃）、第二種銃猟（空
気銃）の 4種類があります。
◉経費の一部補助について
　町鳥獣被害防止対策協議会（事務
局▷町役場農林課）は、新たに狩猟
免許などを取得した人に対し、経費
の一部を補助しています。
【補助対象者】

①町内に住所を有し新たに狩猟免許
などを取得した人（取得予定者含む）
②狩猟免許などを取得したときの満
年齢が 50 歳未満の人
③雫石町猟友会に加入し、雫石町鳥
獣被害対策実施隊員として 5年以上
継続的に活動する意思がある人（加
入予定者含む）
【補助対経費】
①わな猟免許または第一種銃猟免許
の取得
②銃砲所持許可の取得
③猟銃などの購入
【補助額】上限 10 万円（千円未満は

切り捨て）
【その他】町役場農林課で申請書類
の交付、受け付けを行っています（予
算額に達した時点で終了）。
問町役場農林課　☎ 692-6495
◉狩猟免許試験を実施
　県は、令和元年度狩猟免許試験を
行います。受験案内や申請書などの
詳細は、県ホームペー
ジをご確認ください。
問盛岡広域振興局自然
保護課野生生物担当
☎ 629-5371 受験案内の

QR コード
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問問い合わせ・申込先団体名　☎電話番号　FAX FAX番号　〶住所　ⓔ Eメール・URL

　町は、雫石町土地改良区および
各地域維持管理委員会と連携して
用水路や排水路などの維持管理に
努めています。例年、雑草などが
繁茂する 7月には水路周辺の草刈
りのほか、ごみ拾いなどの清掃作
業を重点的に行っており、今年も
これらの作業を各地域維持管理委
員会が定めた日に実施します。
　農家以外の水路利用者（排水放
流者など）の皆さんにおいても事
業の趣旨をご理解いただき、草刈
り作業などの要請があった際には
ご協力をお願いします。
問町役場地域整備課 ☎ 692-6406
　雫石町土地改良区 ☎ 692-2626

　町は、雫石町地域医療協議会委
員を募集します。
　同協議会は、地域医療の充実を
図るため設置しており、雫石診療
所を中心とした保健・医療・福祉
の連携や同診療所の運営、町の医
療計画などを諮問する機関で、委
員は合計 8人です。
【募集人数】2人（住民代表）
【募集期間】7月 12 日（金）まで
【任期】2019 年 8 月 1 日～2021 年

高等裁判所の管轄区域内）
【受験資格】2019 年 4 月 1 日にお
いて、高等学校または学校教育法
に基づく中等教育学校を卒業した
日の翌日から起算して 2年を経過
していない者および、2020 年 3
月までに高等学校または中等教育
学校を卒業する見込みの者
【受付期間】インターネット申し
込み▶ 7月 9日（火）～18 日（木）
【試験日】1次試験▶ 9月 8日（日）
【最終合格者発表日】2 次試験を
経て、11 月 8 日（金）
【試験地】盛岡市ほか東北地方の
主要都市
問盛岡地方裁判所事務局総務課人
事第一係　☎ 622-3352

7 月 31 日（2年間）
【申し込み方法】町ホームページ
応募フォームまたは申込書に必要
事項を記入の上、郵送・FAX な
どでご応募ください。
　選考結果は、本人宛て 7月下旬
にお知らせします。
問町役場健康推進課 ☎ 692-2227
FAX 692-0308 〶雫石町万田渡 74
番地 1

【対象官職】裁判所の一般事務を
行う裁判所事務官
【採用予定人員】3 人程度（仙台

雫石町地域医療協議会委員
を募集

募　集

7 月は水路維持管理月間
草刈り作業にご協力を

周　知

裁判所職員一般職（高卒者
区分）の採用試験を実施

周　知

高齢者や障がい者にやさしい住まいづくりに補助
　町は、町内に住む身体の不自由な
高齢者や障がい者が、快適に日常生
活を送れるよう住宅を改修する場合
に、その工事にかかる費用の一部を
補助しています。
【対象者】介護保険の要支援または
要介護者、下肢または体幹機能障害
による身体障害者手帳１～３級の交
付を受けている人で、日常生活に介
助が必要な人。ただし、対象者およ
び配偶者、または扶養義務者の前年
の所得が規定の額を超える世帯、新
築、増築、賃貸住宅、以前に本事業

の補助を受けた住宅、本事業決定前
の工事着手は対象となりません。
【対象工事】トイレ・浴室などの改
善、段差解消、手すりの設置など
【補助額】改修工事費 80 万円まで
を対象に最高 40万円
【補助件数】２件
※原則として先着順
【必要物品】見積書、平面図（改修
前と改修後）、写真（施工箇所）、介
護保険証または身体障害者手帳、印
鑑
問町役場総合福祉課　☎ 691-1105

一般住宅などを対象　下水道設備に係る各種補助制度
　町は、一般住宅などを対象とした
下水道設備に係る各種費用の一部を
補助します。なお、補助金交付には
いくつか条件がありますので、ご利
用を検討される人はご相談ください。
◉浄化槽設置費補助金
　下水道と農業集落排水の供用開始
済み区域以外で、一般住宅および事
業所に浄化槽を設置する場合に補助
します。
　本年度から、単独浄化槽から合併
浄化槽へ転換する際の浄化槽撤去費
用や、宅内配管費用の一部も補助対
象となりました。

【補助金限度額】
①浄化槽の設置（5人槽▶61万 6,000
円、7 人槽▶ 77 万 1,000 円、10 人
槽▶ 102 万 9,000 円）
②単独浄化槽の撤去費用▶ 3万円
③単独浄化槽から合併浄化槽に転換
する場合の宅内配管工事費用▶ 10
万円
◉浄化槽維持管理費補助金
　下水道と農業集落排水の供用開始
済み区域以外で、一般住宅および事
業所に設置されている浄化槽の維持
管理費用の一部を補助します。
　受付期間は、維持管理契約書に記

載してある契約完了日から 1カ月以
内です。期間を過ぎた場合、補助対
象であっても申請は無効となります。
【補助金額】2万円
◉排水設備の工事費など
　一般住宅と共同住宅を対象に、公
共下水道および農業集落排水に接続
する工事費の融資あっせんを行って
います。融資決定後は、融資に係る
利息分を補助します。
【融資限度額】一般住宅▶ 130 万円、
同住宅・貸家・アパートなど▶ 250
万円
問町役場上下水道課　☎ 692-6408
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【健康センター（つどいの広場）開放日】毎週月・水・金曜日 10時〜16時　【問い合わせ先】町役場健康推進課（☎ 692−2227　FAX 692−0308）

雫石診療所 7 月のご案内
問い合わせ先☎ 692−3155

受付時間▶ 8 時 30 分〜11 時 30 分
　　　　　13 時 30 分〜16 時 30 分
○診療は内科のみです。
○土曜日は午前中のみの診察です。
○夜間・休診日の場合、当診療所を受
診している患者さまについてはお問い
合わせください（休日当番医は実施し
ます）。
※病棟に面会の際は、感染防止のため、
マスクをお持ちになりご着用ください。
※担当医は予告なく変更となる場合
　があります。

◆◆◆◆ 外来診療 ◆◆◆◆

日にち 午前 午後
1 （月）千葉・七海・増田 千葉・七海・増田
2 （火）千葉・七海 千葉・七海
3 （水）千葉・七海 千葉・七海
4 （木）千葉・七海 七海
5 （金）千葉・七海・増田 七海・増田
8 （月）千葉・七海・増田 千葉・七海・増田
9 （火）千葉・七海 千葉・七海
10 （水）千葉・七海 千葉・七海
11 （木）千葉・七海 千葉
12 （金）千葉・七海・増田 千葉・七海・増田
13 （土） 千葉
14 （日） 休日当番医
16 （火）千葉・七海 千葉
17 （水）千葉・七海 千葉・七海
18 （木）千葉・七海 七海
19 （金）千葉・七海・増田 千葉・七海・増田
22 （月）千葉・七海・増田 千葉・七海・増田
23 （火）千葉・七海 千葉・七海
24 （水）千葉・七海 千葉・七海
25 （木）千葉・七海 千葉
26 （金）千葉・七海・増田 千葉・七海・増田
27 （土） 七海
29 （月）千葉・七海 千葉・七海
30 （火）千葉・七海 千葉・七海
31 （水）千葉・七海 千葉・七海

◆◆◆ 出張診療所 ◆◆◆

◉西山出張診療所（☎ 693-2866）
【診察日】7月は 4日、11 日、25 日
【診療時間】4 日▶ 14 時〜16 時 30 分
11 日、25 日▶ 14 時〜15 時
◉御明神出張診療所（☎ 692-6133）
【診察日】7月は 11 日、18 日、25 日
【診療時間】11日、25日▶ 15時 30 分〜
16 時 30 分、18 日▶ 14 時〜16 時 30 分

食中毒に御用心！
　細菌が原因となる食中毒は気温
や湿度が高い夏場に多く発生しま
す。次のことに気をつけて、食中
毒を予防しましょう。
◉調理前、食事前などはこまめに

手洗いをする。◉食品は冷蔵庫に入
れるなど低温で保存し、早めに食べ
る。◉ほとんどの細菌は加熱によっ
て死滅するため、食品は十分に加熱
して食べる。

80 歳歯科健診のお知らせ
【 対 象 者 】１９３９ 年 １ 月 １ 日〜１2
月 ３１ 日生まれの人

【期間】7 月 ３１ 日（水）まで
【費用】無料※検査や治療に要す
る費用は自己負担。

【実施医療機関】つなぎ歯科医院、
沼田歯科クリニック、雫石歯科医院、
たにふじ歯科医院、土樋歯科医院
※対象者には既に案内を送っていま
す。事前予約の上受診してください。

　岩手県精神保健福祉センター
は、集団認知行動療法プログラム

「こころサロン ENERGY」を実施
します。

【日程】隔週土曜日全 6 回のプロ
グラム※ 2 クール開催予定

【場所】岩手県福祉総合相談セン

ター（盛岡市本町通 ３ 丁目 １９-１）
【対象】ご家族を亡くされ、強い悲
しみが １ 年以上続いている人

【問い合わせ・申込先】8月１5日（木）
までに、電話にて申し込みください。
問岩手県精神保健福祉センター
☎ 62９-９6１7

大切なご家族を亡くされたあなたへ

◆ 7 月の乳幼児健康診査、各種相談
実施日 内容 対象者 受付時間 会場
5 日（金） 1 歳 6 カ月児健診 2017 年 11、12 月生まれ 13 時〜13 時 10 分 保

11 日（木）
25 日（木） 話しっこするべ 思いや悩みを聞いてもらいたい人 11 時〜13 時 健

12 日（金） 乳幼児健診 3〜4 カ月、9〜10 カ月、1 歳児 13 時〜13 時 30 分 保
19 日（金） 3 歳 6 カ月児健診 2016 年 1、2 月生まれ 13 時〜13 時 30 分 保
24 日（水） 赤ちゃん相談 1 歳までのお子さん 9 時 30 分〜11 時 保

26 日（金） ことばの相談 ことばについて心配や相談がある
就学前のお子さん（要予約） 10 時〜 保

30 日（火） 3 歳児歯科健診 2016 年 6、7 月生まれ 13 時〜13 時 30 分 保
※ 乳 幼 児 健 診 の 対 象 者 ▶ 3〜4 カ 月 児＝2019 年 3 月 生 ま れ、9〜10 カ 月 児＝2018 年 

9 月生まれ、1 歳児＝2018 年 7 月生まれ
※乳幼児健診などの母子健康手帳の受け付けは、保健センターで正午から行います。

会場▶保：保健センター
　　　健：健康センター

　町は、健康づくり活動を積極的
に実践している町内の個人や団体
などを表彰しています。

【対象】健康づくりに関する活動
を積極的、自主的に行っている個
人や団体など

【募集要件】町内在住または活動
の拠点が町内にある個人や団体な
どで、次のいずれかに該当するこ
と▶①健康づくりの目的をもって
継続的に活動し、今後一層の発展

および充実が期待される②地域の健
康づくりに先進的に取り組み、他の
模範となる

【応募方法】推薦書に必要事項を記
入の上、持参または FAX などでご
応募ください。推薦書は町ホーム
ページからダウンロードできます。

【応募期限】7 月 5 日（金）
問町役場健康推進課　☎ 6９2-2227
FAX 6９2-0３08　 e kenko@town.
shizukuishi.iwate.jp

町健康づくり表彰に該当する人を募集中

※健康センター（雫石診療所）は、敷地内全面禁煙です。


